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2025（平成37）年度における推計人口等について

前橋市の推計人口

平成29年
実績

平成30年
推計

平成31年
推計

平成32年
推計

平成37年
推計

総人口 (人) 338,001 331,457 329,890 328,326 318,168

高齢者数 (人) 94,994 97,090 98,437 99,786 101,310

（高齢化率） (％) 28.1% 29.3% 29.8% 30.4% 31.8%

（対前年比） (％) 10.4% 2.2% 1.4% 1.4% 1.5%

うち75歳以上 (人) 47,431 49,512 50,804 52,097 60,480

40～64歳 (人) 112,592 111,205 110,312 109,419 105,630

15～39歳 (人) 88,383 82,911 81,761 80,612 76,802

15歳未満 (人) 42,032 40,251 39,380 38,509 34,426

区 分

認知症患者推定有病率 18.5%

2025（平成37）年の推計人数 18,742人

 認知症患者数

 ひとり暮らし高齢者数

※推定有病率は平成29年版高齢社会白書（概要版）の
65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率を参照

※国立社会保障・人口問題研究所が性・年齢階級
別に公表している2025年の各都道府県の単独世帯
の世帯主になる割合を乗じて推計

2025（平成37）年の推計人数 16,293人
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2025 （平成37）年度における推計人口等について

圏域
人口

（H30.6末時点）
人口比率 高齢者 高齢者比率 高齢化率

2025（平成37）年度
における高齢者

北部・中部 18,433 5.45% 6,255 6.51% 33.9% 6,595

若宮・城東・中川 17,050 5.04% 6,026 6.27% 35.3% 6,352

文京・南部 23,593 6.98% 6,366 6.63% 27.0% 6,717

上川淵・下川淵 34,546 10.22% 10,395 10.82% 30.1% 10,962

芳賀 9,626 2.85% 3,208 3.34% 33.3% 3,384

桂萱 28,719 8.49% 8,281 8.62% 28.8% 8,733

東 31,535 9.33% 7,527 7.83% 23.9% 7,933

元総社・総社・清里 34,532 10.21% 8,688 9.04% 25.2% 9,158

南橘 38,576 11.41% 10,050 10.46% 26.1% 10,597

永明 13,831 4.09% 3,760 3.91% 27.2% 3,961

城南 28,019 8.29% 8,397 8.74% 30.0% 8,854

大胡 18,226 5.39% 4,830 5.03% 26.5% 5,096

宮城 7,783 2.30% 2,486 2.59% 31.9% 2,624

粕川 10,875 3.22% 3,437 3.58% 31.6% 3,627

富士見 22,744 6.73% 6,369 6.63% 28.0% 6,717

計 338,088 100% 96,075 100% 28.4% 101,310

前橋市の推計人口（圏域別）
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2025 （平成37）年度における推計人口等について

介護人材の推計

区分 介護職員数
介護保険施設・
事業所の
看護職員数

介護その他の
職員数

2015年(H27) 全国 36.4 6.7 19.2 

区分
サービス
受給者数

介護人材推計需要数

介護職員数
介護保険施
設・事業所の
看護職員数

介護その他の
職員数

合計

2015年(H27) 13,955 5,074 929 2,681 8,683 

2018年(H30) 13,452 4,891 895 2,584 8,370 

2020年(H32) 14,744 5,361 981 2,832 9,174 

2025年(H37) 16,705 6,074 1,111 3,209 10,394 

国の示す「介護人材需給推計ワークシート簡易推計（需要）」にて算出

 計画に基づくサービス受給者の推計値に、全国における

サービス受給者100人当たりの介護職員等数（配置率＝

介護保険のサービス受給者が100人いる場合に、何人

の介護職員等が勤務しているかを示す値）を乗じて、必

要となる介護人材の数を推計。

 第7期計画期間中のサービス受給者数の推計値に上記

の配置率を乗じた推計値では、2025年には、10,394人の

介護人材が必要となる見込みで、第6期計画の初年度

である2015年（平成27年度）から、1,711人増加する推計

となっている。

※看護職員は、介護保険施設・事業所に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師を対象とします。

簡易推計（需要）結果（人）

全国におけるサービス受給者100人当たりの介護職員等数


